
第２３期第７回 
松浦海区漁業調整委員会  

 
 
 

日時 令和７年９月24日（水）15時から 
場所 唐津市水産会館 研修室 

（唐津市海岸通り 7182−217） 
 

  
 

次    第 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 
（１） 松浦海区における区画漁業の漁場計画（案）について（諮問） 

1 佐賀玄海漁業協同組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１〜P６ 
（２） 松浦海区における区画漁業の漁場計画（案）について（協議） 

1 屋形石漁業協同組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P７〜P12 
（３） 火光利用に関する委員会指示の改正について（協議）・・・・・・・・・P13〜P15 
（４） 試験養殖について（協議）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16〜P32 

1 佐賀玄海漁業協同組合鎮西町統括支所（名護屋地区） マコンブ 
2 小川島漁業協同組合 ワカメ・マコンブ 

（５） 令和７年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 
各県海区漁業調整委員会の提案議題に対する意見について（協議）・・・・・・別冊 

（６） その他 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1-

議題１



 

 

 

 

 

松浦海区における区画漁業

の漁場計画（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

（令和７年９月） 
 

佐賀県松浦海区 
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区 画 漁 業 
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１ 区画漁業 

(１) 公示番号   別表のとおり 

(２) 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の名称  別表のとおり 

イ 漁業の時期  別表のとおり 

ウ 漁場の位置  別表のとおり 

エ 漁場の区域  別表のとおり 

(３) 制限又は条件 

ア 漁場の区域を示す各点に、昼間及び夜間においても視認できる標識を設置

しなければならない 

イ 養殖施設のいかりは、免許漁場内に設置しなければならない 

(４) 免許予定日  令和８年４月１日 

(５) 申請期間   令和８年１月１日から令和８年２月６日まで 

(６) 関係地区   別表のとおり 

 

備考 

 存 続 期 間  令和８年４月１日から令和 10 年８月 31 日まで 

 漁場計画図  別図のとおり 

 

 

 

-4-



別表

公示番号 漁業の名称 漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　考

唐津市鎮西町 唐津市鎮西町 団体漁業権 新規
名護屋方柄浦 名護屋

 点ア：北緯　33度32分21秒

       東経 129度52分32秒

 点イ：北緯　33度32分18秒

       東経 129度52分30秒

 点ウ：北緯　33度32分23秒

       東経 129度52分21秒

 点エ：北緯　33度32分26秒

       東経 129度52分23秒

魚類小割式
養殖業
（くろまぐろ
養殖業を除く）

松　　　区
第３２１号

１月１日から
12月31日まで

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結
んだ直線によって囲まれた区域
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区画漁業権図

唐津市呼子町加部島

唐津市鎮西町名護屋

ア

イ

ウ

エ

松区第321号
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議題２



 

 

 

 

 

松浦海区における区画漁業

の漁場計画（案） 
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区 画 漁 業 
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１ 区画漁業 

(１) 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類   別表のとおり 

イ 漁業の名称  別表のとおり 

ウ 漁業の時期  別表のとおり 

エ 漁場の位置  別表のとおり 

オ 漁場の区域  別表のとおり 

(２) 制限又は条件 

ア 漁場の区域を示す各点に、昼間及び夜間においても視認できる標識を設置

しなければならない 

イ 養殖施設のいかりは、免許漁場内に設置しなければならない 

 (３) 関 係 地 区  別表のとおり 
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別表

公示番号 漁業の名称 漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域 関係地区
個別漁業権または団体
漁業権の別

備考

１月１日から12月31日まで 唐津市屋形石  唐津市屋形石 団体漁業権 新規
地先

 点ア：北緯　33度32分34秒

       東経 129度55分50秒

 点イ：北緯　33度32分31秒

       東経 129度56分8秒

 点ウ：北緯　33度32分17秒

       東経 129度56分3秒

 点エ：北緯　33度32分11秒

       東経 129度55分48秒

 点オ：北緯　33度32分15秒

       東経 129度55分45秒

 点カ：北緯　33度32分15秒

       東経 129度55分50秒

 点キ：北緯　33度32分20秒

       東経 129度55分54秒

 点ク：北緯　33度32分22秒

       東経 129度55分46秒

  次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びク
の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域

介類小割式養殖
業
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区画漁業権図

ア

イ

エ

オ カ

ク
キ

ウ

屋形石漁港
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議題４



試験養殖承認申請書 

 

 

令和 7年 9月 18日 

 

佐賀県知事 山口 祥義 様 

 

佐賀県唐津市海岸通7182-233 

佐賀玄海漁業協同組合 

代表理事組合長 川嵜 和正 

 

 

下記のとおり試験養殖の承認を受けたいので、申請いたします。 

 

記 

 

 1 目 的      マコンブ養殖試験（ロープ延縄式） 

 

 2 水産物の名称   マコンブ 

 

 3 漁場の位置及び区域並びに面積 

唐津市鎮西町名護屋方柄浦地先 

介類小割養殖業区画漁業権漁場松区第403号の一部  

計 1,080㎡ （別紙 1） 

 

4 試験養殖期間   試験養殖の承認日より令和8年 6月 30日 

 

5 養殖の方法及び規模  

方法：ロープ延縄式 

規模：45ｍ×24ｍ＝ 1,080 ㎡ 1箇所（別紙2を参照） 

25ｍの養殖ロープ 7本を設置 

 

 

添付資料 

（1）理由書 

（2）養殖試験計画書 

（3）漁場位置及び区域図（別紙1） 

（4）養殖施設概要図（別紙2） 

（5）委託契約書写 
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理由書 

 

名護屋地区の主な漁業種類は、沿岸イカ釣り漁業、海士漁業、かき養殖漁業、魚類養殖漁業等であるが、

近年、水産資源の減少などで漁業環境は厳しさを増している。とりわけ海士漁業では藻場が減少する「磯焼

け」が顕著であるため、毎年ガンガゼ駆除やアカウニ種苗の放流を行っているが、十分な放流効果は得られ

ていない。そこで現在、松区第 403 号の介類養殖区画でアカウニ養殖に取組んでいる。アカウニ養殖では大

量の餌料海藻が必要となるため、令和 5 年度からマコンブの試験養殖を開始している。 

昨年度は岩手県産と北海道産のコンブ種苗を使って養殖試験を行った結果、両者共に良好に生長し、養

殖アカウニ用の餌料として活用できた。しかし、同一種苗であっても養殖場所の違いによって生長が異なる

事例が見られた。この生長性の違いについては、潮当たりの違いが影響した可能性が考えられたため、今年

度はこれらに着目しながら再度試験を行う予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

住 所 佐賀県唐津市海岸通 7182 番地 233  
氏 名 佐 賀 玄 海 漁 業 協 同 組 合 

代表理事組合長 川嵜 和正  
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マコンブ養殖試験計画書 

 

１． 試験の概要 

（１） 実施場所：唐津市鎮西町名護屋方柄浦地先（別紙1） 

 

（２）実施期間：試験養殖の承認日～令和8年 6月 

 

（３）試験内容 

a） 養殖規模と施設（別紙2） 

・45ｍ×24ｍ＝1,080㎡ １箇所 

・25ｍの養殖ロープ 7本を設置 

 

b） 試験方法 

・令和 7年 11月下旬に養殖施設（錨・ロープ等）の準備 

・12月中旬に試験養殖開始（水温18℃以下） 

・間引き等の管理を行いながら、2種の種苗の生長性を比較検証 

・令和 8年 6月末 施設撤去 

 

c）種苗の供給元および供給量（予定） 

・北海道：100m 

・岩手県：30m 

 

d）出荷先予定  ウニ養殖のエサとして使用（500ｋｇ） 

 

e）養殖試験従事予定者氏名 

   入船 吉幸 

 

f） 養殖スケジュール 

 

 

 

 

 

 

  g）収支計画 

  ⅰ)支出の部 （※試験養殖実施に必要な資材・種苗等の種類・数量・金額を記載） 

     

 

 

 

 

ⅱ)収入の部 （※試験出荷がある場合に記載） 

   アカウニ用餌料として使用するため収入は無し。 

  

 
R７.１１月下旬 １２月  R８.１月   ２月  ３月   ４月   

５月   ６月末 

作業内容 
養殖施設 →試験養殖→    間引き等の管理、試験出荷       →片付け 

準備     開始 

費目 数量 金額 

コンブ種苗 130ｍ          41,000 円 
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２． 安全対策 

施設の維持管理については、佐賀県玄海漁業協同組合鎮西町統括支所が適切に管理を行う。 

 

３．その他 

（緊急時の措置） 

台風の接近などになり災害が起こる可能性が懸念される場合は、養殖施設の補強、撤去などの

措置を速やかに行うこととする。また、万一本試験養殖に起因する事故・トラブル等が発生した

場合は、当支所で責任を持って対応することとする。 

 

○ 緊急時の連絡先 

佐賀玄海漁業協同組合鎮西町統括支所    0955-82-5640 
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100m

コンブ試験養殖予定範囲

別紙１ N
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試験養殖承認申請書 

 

令和 7年 9月 3日 

 

佐賀県知事 山口 祥義 様 

 

佐賀県唐津市呼子町小川島227番 1 

小川島漁業協同組合 

代表理事組合長 川添 光尚 

 

 

下記のとおり試験養殖の承認を受けたいので、申請いたします。 

 

記 

 

 1 目 的      ワカメ・マコンブ養殖試験 

 

 2 水産物の名称   ワカメ・マコンブ 

 

 3 漁場の位置及び区域並びに面積 

 

位置と区域・面積 

試験漁場①：小川島西防波堤テトラ脇西側（別紙1） 

40ｍ×40ｍ＝1,600㎡ 

 

試験漁場②：小川島西岸（別紙1） 

          50ｍ×20ｍ＝1,000 ㎡ 

 

4 試験養殖期間 

  試験養殖の承認日より令和8年 7月 31日 

 

5 養殖の方法及び規模 

 

試験漁場①：ロープ延縄式で30ｍの養殖ロープを6本設置：計240ｍ 

試験漁場②：ロープ延縄式で40ｍの養殖ロープを3本設置：計120ｍ 

 

 

 

添付資料 

（１）理由書 

（２）養殖試験計画書 

（３）漁場位置及び区域図（別紙1） 

（４）養殖施設概要図（別紙2） 

（５）委託契約書写 
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理由書 

 

 

小川島漁業協同組合の主要な漁業は主にイカ釣りや海士漁業であるが、近年、水産資源の

減少や魚価の低迷、後継者不足などで漁業環境は厳しさを増している。とりわけ海士漁業で

は藻場が減少する「磯焼け」の進行が顕著である。そのため、毎年ガンガゼ駆除を行うとと

もに、放流効果を高めるためにアカウニ種苗を陸上水槽で中間育成してから放流する取り組

みを行っている。また、将来的には身入りの悪いムラサキウニを陸上水槽で畜養することを

計画しているが、これらの取組みには大量の餌料が必要となる。 

そこで、令和 5年度よりワカメとマコンブの試験養殖を開始した。令和 5年度は種苗性の

問題で全く収穫することはできなかったが、令和 6年度は地場産のワカメ種苗を使用するこ

とで初めて養殖に成功した。またマコンブ種苗についても、水温16℃以下となったタイミン

グで早期沖出しすることで、少量ながらも収穫することができた。令和 7年度も引き続きワ

カメとマコンブの試験養殖を行い、小川島地先にあった種苗の選定や、より養殖に適した養

殖漁場の検討を行い、正式な養殖区画漁業権免許取得を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 佐賀県唐津市呼子町小川島 227 番 1 

氏 名 小 川 島 漁 業 協 同 組 合  

代表理事組合長 川添 光尚  
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ワカメ・マコンブ養殖試験 計画書 

１． 試験の概要 

１） 実施場所： 

試験漁場①：小川島西防波堤テトラ脇西側（別紙1） 

試験漁場②：小川島西岸（別紙1） 

 

２） 実施期間：試験養殖の承認日～令和8年 7月 31日 

 

３） 試験内容 

ａ） 目的 

   ワカメ・マコンブ養殖における種苗産地別の生長性、最適な養殖漁場、最終的な収量を

検証する。本試験結果は、正式な養殖区画漁業権免許取得のための基礎データとして活用

する。 

 

b） 養殖施設と規模 

 試験漁場①：ロープ延縄式で30ｍの養殖ロープを6本設置：計240ｍ 

試験漁場②：ロープ延縄式で40ｍの養殖ロープを3本設置：計120ｍ 

 

ｃ） 試験方法 

今年度はワカメ種苗の産地、養殖漁場について試験を行う。ワカメ種苗は前年度の試験で

良好な生長が見られた玄海水産振興センター提供の唐津産種苗と、今年度初めて使用する長

崎県の島原産種苗を用いて生長性を比較する。また、養殖漁場は前年までの小川島西防波堤

テトラ脇西側に加えて、より潮通しが良い小川島西岸の漁場でも試験を行い、生長性を検証

する。 

試験は水温が 20℃前後まで低下した 11～12 月に開始し、その後は 1 カ月に 1 回程度の頻

度でモニタリングする。ワカメが順調に生育した場合は 3～5 月に順次刈り取りし、各種苗

産地と漁場ごとに収量を測定する。また、収穫したワカメとマコンブについては、アカウニ

種苗の中間育成用餌料として活用する。施設の撤去は令和8年 7月末を予定している。 

 

 

d） 種苗の供給元および供給量 

（ワカメ種苗） 

       長崎県島原漁業協同組合：500m 

       玄海水産振興センター唐津産種苗：100m 

（マコンブ種苗） 

岩手県田老町漁業協同組合：100m 

 

e）出荷先予定 

      アカウニ種苗の中間育成用餌料 

 

ｆ）養殖試験従事予定者氏名 

    川添光尚、村上哲夫、川添永資、川添真孝、渡辺浩平、吉川正記、原田博文、西岡利浩 
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ｇ） 養殖スケジュール 

時期 R7.11～12月 ～R8.3 月 R8.3～5月 R8.7 月 

作業内容 
施設準備 

本養殖試験開始 

モニタリング 収穫 

餌料として給餌 

施設撤去 

  h）収支計画 

 

  支出の部 （※試験養殖実施に必要な資材・種苗等の種類・数量・金額を記載） 

     

 

 

 

 

 

収入の部 （※試験出荷がある場合に記載） 

 

 

 

 

 

 

２．安全対策 

施設の維持管理については、小川島漁業協同組合が適切に管理を行う。 

 

３．その他 

（緊急時の措置） 

台風の接近などになり災害が起こる可能性が懸念される場合は、養殖施設の補強、撤去などの

措置を速やかに行うこととする。また、万一本試験養殖に起因する事故・トラブル等が発生した

場合は、当漁協で責任を持って対応することとする。 

 

（緊急時の連絡先） 

小川島漁業協同組合    0955-82-8321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

費目 数量 金額（税抜） 

ワカメ種苗 500m 50,000 円 

マコンブ種苗 100m 40,000 円 

養殖用資材類 1式 500,000 円 

合計  590,000 円 

費目 数量 金額 

アカウニ種苗の中間育成用餌料用途のため、収入は無し 

合計   
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別紙 1 
 
（３）漁場位置及び区域図 
 

 
写真１．試験漁場の位置 
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別紙 2 
 
（４）養殖施設概要図 

【側面図】 

 
 

【平面図】 
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